
の概要

熱中症の現状

法改正の主な内容

●近年、我が国の熱中症による救急搬送人員や死亡者数は高い水準で推移。熱中症による全国の死亡者数は、自然
災害によるそれを大幅に上回る。
熱中症死亡者数の2018～22年の5年移動平均は1295人/年

●世界各地で極端な高温による健康被害が発生。地球温暖化の進行に伴いこのような現象は増加すると予測される。
2021年６月、北海道宗谷岬よりも高緯度に位置するカナダ西部のブリティッシュ・コロンビア州において、49.6度を記録する熱波が発生した。わずか１週間の間に
500人以上が亡くなる事態に。

令和５年通常国会において熱中症対策法（気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法
の一部を改正する法律）が可決成立。同法を担務する環境大臣政務官として、柳本あきらも答弁に
立ち、法案成立に尽力しました。今後、国民の命と健康を守るべく、具体的な熱中症対策の実施に
向けて取組みを強化していきます。

●法律に基づき、政府が熱中症対策実行計画を策定（閣議決定）することとした。
●現行の熱中症警戒アラートを熱中症警戒情報として法律に位置づけるとともに、より深刻な健康被害
が発生し得る場合に備え、一段上の熱中症特別警戒情報を創設。
●市町村長が、冷房設備の設置などの要件を満たす施設（公民館、図書館、ショッピングセンター等）を指定
暑熱避難施設（クーリングシェルター）として指定できることとした。指定暑熱避難施設は、熱中症特別
警戒情報の発表期間中に一般に開放。
●市町村長が、熱中症対策の普及啓発等に取り組む民間団体等（NPO等）を熱中症対策普及団体として指定
できることとした。地域の実情に合わせた普及啓発により、熱中症弱者（高齢者等）の熱中症予防行動を
徹底。
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（気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律）

熱中症対策を所管する
環境大臣政務官として
委員会質疑に対して答弁



命と健康を守るための普及啓発及び情報提供

高齢者、こども等の熱中症弱者のための対策（見守り・声かけ強化、エアコン利用の有効性の周知等）
管理者がいる場等における熱中症対策（学校、職場、スポーツ、災害発生時、農作業など）
地方公共団体及び地域の関係主体における熱中症対策（指定暑熱避難施設、熱中症対策普及団体の指定）
産業界との連携（消費者等への普及啓発、商品開発への協力依頼等）
熱中症対策の調査研究の推進
熱中症特別警戒情報に関する指針の検討や体制の整備

熱中症対策実行計画（2023年5月30日）
中期的な目標（2030年）として、熱中症による死亡者数が、現状から半減することを目指す。
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いずれも19時～の開催を予定しております。
また、適宜ネット配信をしておりますので、直前のSNS発信にてご確認下さい。

8月22日（火） 西成区

西成区民センター 会議室2-1西成区民センター 会議室2-1

9月7日（木） 大正区
大正会館（コミュニティセンター）

会議室4・5
大正会館（コミュニティセンター）

会議室4・5

10月7日（土） 住之江区

住之江会館 大会議室住之江会館 大会議室

11月19日（日） 住吉区

住吉区民センター 集会室４住吉区民センター 集会室４

ふれあい対話集会［予定］

ふれあい対話集会では、重点政策についてリアル対話型で語っています
今後の柳
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熱中症予防強化キャンペーン
の実施

シーズン前のエアコン点検・
試運転の普及啓発

電力需給ひっ迫時等、節電にも配慮し
たエアコンの適切な使用の呼びかけ

熱中症警戒情報の発表、救急搬送
人員の取りまとめ・公表

特設ページは
こちらから
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主な取組内容


